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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光体と該発光体を覆う笠とを有する照明器具において、
　前記笠は、
　少なくとも透光性を有する基材と、
　前記基材の外面に設けられ、前記笠の外面を形成すると共に、前記発光体から発して前
記基材を透過した光を反射する光反射層と、を具備し、
　前記笠の前記光反射層は、前記発光体の位置を焦点とする二次曲線を包含する曲面状の
反射面を有し、前記発光体から発した光を平行光として反射し、
　前記基材は、シート状の発泡スチロールからなり、前記光反射層は、アルミニウム箔か
らなる、ことを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記笠の内側の空気を通過させる換気口が、前記笠の頂部に形成されている、請求項１
に記載の照明器具。
【請求項３】
　前記笠は、さらに、該笠の形状を維持する複数のフレームを備え、前記基材は、隣り合
う前記フレームから張力を受けて前記複数のフレームの間に固定されている、請求項１又
は２に記載の照明器具。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか一項に記載の照明器具と、該照明器具からの光が照射される被
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照射部と、を有する照明システムであって、
　前記照明器具は、複数の前記発光体と、該複数の前記発光体のそれぞれを覆う複数の前
記笠と、を備え、
　複数の前記笠は、前記照明器具の中央部に位置するに従って、前記発光体から発する光
を前記被照射部に対してより広い範囲に反射するよう設定されている、照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具およびその照明器具を用いた照明システムに関する。特に、本発明
は、植物工場やガラス温室やビニルハウス等の施設を用いて栽培する際に用いる、植物栽
培用の照明器具および照明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　植物工場やガラス温室やビニルハウス等の施設を用いた栽培において、照明器具を用い
た植物栽培装置が利用されている。植物栽培装置は、例えば、人工光だけで植物を育成す
る植物工場において用いる装置、もしくは日中の日照不足を照明器具の人工光にて補うか
または意識的に日照時間を延ばすことにより植物の育成を制御する装置である。従来の植
物栽培装置に取付けられた照明器具の多くは既製のものであり、照明器具の光源（発光体
の一例）として蛍光管、高圧水銀灯、ナトリウムランプなどが使用されている。また、従
来の照明器具は、金属製や厚手の発泡スチロールからなる平板あるいは適当に下方に散光
する金属製の笠を上記の光源に被せて植物栽培装置の棚や柱に取付けられていた。
【０００３】
　しかしながら、既製の照明器具に設けられた笠の場合は、笠全体が金属により製造され
ているので重くなり、照明器具の取付けが困難であった。特に植物工場においては多数の
照明器具が使用されると共に作業場所も狭いため、照明器具の取付けが困難である場合に
は作業効率が低下する。また、金属製の重い笠は、照明器具を取付ける棚にも強度を要す
るので、植物栽培装置の高強度化によるコストの増加を避けることができなかった。その
ため特許文献１に開示された植物栽培装置においては、照明器具の笠として高反射材料か
らなる反射板または高反射剤を塗布した反射板、例えば白色の発泡スチロールの反射板が
光源の上方に取付けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３５２８３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された照明器具は軽量ではあるものの、照明器具の笠が平面状である
ので、光源から発せられた光は照射目標である植物に向かって反射されず他の部位に拡散
する。このため、特許文献１においては、照明器具の照射効率が低下し、植物栽培に必要
とされる光源の個数が多くなるので、照明器具の電力消費が増え、その結果として照明器
具のランニングコストが高くなるという課題があった。
【０００６】
　従って、照射効率を高めるために、金属製の笠を使用することが依然として要求されて
いる。ただし、金属製の笠を使用した場合には、前述のように笠自身の重さにより照明器
具の取付けが困難になると共に、照明器具の笠内部に露出した金属が腐蝕して損傷しやす
いという課題がある。その理由は、次のとおりである。植物工場の内部においては、植物
から発生する水分や栽培用の水が蒸発するので、空気の湿度が高くなりやすい。また、照
明器具の光源からの熱が笠内部の上部にこもることにより光源の周囲温度が高くなる。そ
のため、特に照明器具の笠内部の空気は高温多湿になり、笠内部に露出した金属が高温多
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湿の空気に直接的に接触するので金属が腐蝕しやすい。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の課題を鑑み、照射効率が高く軽量で取付けに便利であり、損
傷し難い安価な照明器具およびその照明器具を用いた照明システムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、発光体と該発光体を覆う笠とを
有する照明器具において、前記笠は、少なくとも透光性を有する基材と、前記基材の外面
に設けられ、前記笠の外面を形成すると共に、前記発光体から発して前記基材を透過した
光を反射する光反射層、例えば、金属製の光反射層または基材を兼ねると共に酸化チタン
が混入されている反射率の高い樹脂層と、を具備し、前記笠の前記光反射層は、前記発光
体の位置を焦点とする二次曲線を包含する曲面状の反射面を有し、前記発光体から発した
光を平行光として反射し、前記基材は、シート状の発泡スチロールからなり、前記光反射
層は、アルミニウム箔からなる、ことを特徴とする照明器具を提供する。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の照明器具において、前記笠の内側の空気を
通過させる換気口が、前記笠の頂部に形成されている、照明器具を提供する。
【００１８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の照明器具において、前記笠は、さら
に、該笠の形状を維持する複数のフレームを備え、前記基材は、隣り合う前記フレームか
ら張力を受けて前記複数のフレームの間に固定されている、照明器具を提供する。
【００２０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１から３の何れか一項に記載の照明器具と、該照明器
具からの光が照射される被照射部と、を有する照明システムであって、前記照明器具は、
複数の前記発光体と、該複数の前記発光体のそれぞれを覆う複数の前記笠と、を備え、複
数の前記笠は、前記照明器具の中央に位置するに従って、前記発光体から発する光を前記
被照射部に対してより広い範囲に平行光を反射するよう設定されている、照明システムを
提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の照明器具に基づき、金属製の光反射層を基材の外面に設ければ、光反射層は笠
の内部にある高温多湿の空気に直接的に接触することなく基材に保護されるので、光反射
層は腐蝕し難くなる。従って、笠の内面は損傷し難くなり、その結果として、照明器具を
長期間使用でき、照明器具のランニングコストの低下を図ることができる。
【００２２】
　また、笠の基材は透光性を有しており、光反射層が基材の外面に設けられているので、
笠は発光体から発した光を反射することができる。そのため、発光体からの照射効率を下
げることなく、本発明に係る照明器具は照射目標である植物に対して光を発することがで
きる。
【００２３】
　また、本発明に係る照明器具の笠は、発光体から発した光を平行光として下方に反射す
るので、照明器具は発光体から発した光のほとんどを植物に照射することができ、照明器
具の照射効率が高くなる。植物以外の部位に光が拡散される従来の照明器具と比較して、
本発明の照明器具の照射効率は高くなるので、植物栽培に必要な発光体の個数を少なくす
ることができる。従って発光体の個数が少ない分だけ、照明器具の電力消費を抑えること
ができ、照明器具のランニングコストの低下を図ることができる。
【００２４】
　笠の基材にシート状の発泡スチロールを用いれば、発泡スチロールは金属より軽量であ
るので、笠を軽量化でき、照明器具の取付けが容易になる。
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【００２５】
　笠の光反射層にアルミニウム箔を用いれば、従来の金属製の笠と比較して、金属の使用
量が減少するので、照明器具の製造コストの低下を図ることができる。また、金属の使用
量が減少するので笠を軽量化でき、照明器具の取付けが容易になる。
【００２６】
　笠の基材に樹脂フィルムを用いれば、金属より樹脂フィルムは軽量であるので、笠を軽
量化でき、照明器具の取付けが容易になる。
【００２７】
　笠の基材に樹脂シートを用い、光反射層として基材の外面に高反射材を塗布するかまた
は、基材に直接、酸化チタンなどの高反射材を混入することにより、笠を軽量化すると共
に安価に笠を作製することが可能になる。
【００２８】
　また、基材の樹脂シートは、蛍光物質を素材として形成されるか、蛍光物質が混入され
るか、または笠の内面となる前記樹脂シートの表面に蛍光塗料が塗布されることにより蛍
光機能を有している。蛍光機能により、蛍光管の光のうち植物が利用しない５００ｎｍか
ら６００ｎｍの波長の光（緑色や黄色）を、植物が有効に利用する６００ｎｍ以上の波長
の光（赤色）に反射することが可能になる。また、基材は植物から反射された緑色の光や
照明器具の下方に設置された反射板からの光も、植物の生育に有効な波長の光に変換して
反射することが可能である。そのため、本発明の照明器具は、単に光を反射する従来の笠
と比較して、極めて高効率に植物を生育することができる。樹脂シートに混入される蛍光
物質として、無機蛍光体、有機蛍光体、蛍光染料、蛍光顔料等の種々のものが挙げられる
。また、蛍光物質は、種々の波長に変換するため２種類以上の蛍光物質を利用してもよい
。または、樹脂シートは可撓性のある薄板であってもよい。
【００２９】
　また、樹脂シートは混入された物質（例えば酸化チタン）により、反射に際して減衰機
能を有することも可能である。すなわち、樹脂シートは蛍光管から照射された光のうち特
定の栽培植物には有害となる３００ｎｍから４００ｎｍの近紫外線を減衰させて有効な光
のみを反射することができる。減衰機能と蛍光機能とを備えることにより、本発明の照明
器具は発光体からの光のうち有害な紫外線を減衰させると共に、緑色や黄色の光（５００
ｎｍから６００ｎｍの波長の光）を赤色の光（６００ｎｍ以上の波長の光）に変換するこ
とで、より効率よく植物を育成することができる。
【００３０】
　笠の光反射層に蒸着により付着されたアルミニウム蒸着膜を用いれば、従来の金属製の
笠と比較して、金属の使用量が減少するので、照明器具の製造コストの低下を図ることが
できる。また、金属の使用量が減少するので笠を軽量化でき、照明器具の取付けが容易に
なる。
【００３１】
　発光体に近接する基材の内面の一部に紫外線遮断層を備えれば、発光体から発する光に
含まれた紫外線を遮断することができ、紫外線による笠の損傷を防止することができる。
笠が損傷し難くなれば、その結果として照明器具を長期間使用でき、照明器具のランニン
グコストの低下を図ることができる。
【００３２】
　笠の頂部の一部に換気口が形成されれば、発光体からの熱により高温になった笠の内側
の空気が換気口を通過して照明器具の外部に排出されるので、発光体の周囲温度が下がる
。従って、発光体の周囲温度の上昇に基づいた発光体の明るさの低下を防ぐことができる
。その理由は、例えば発光体が蛍光管である場合、通常の蛍光管は周囲温度が２５度～３
５度である場合にその明るさが最大になるよう設計されており、周囲温度が蛍光管の明る
さを最大にする温度以上になると、蛍光管の明るさが却って低下するからである。発光体
の明るさの低下を防ぐことによって、より少ない電力により高い照射効率を実現すること
ができる。
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【００３３】
　基材が隣り合う二つのフレームから張力を受けて、それらフレームの間に固定されるこ
とにより、基材は可及的に長いフレームの間に渡ってフレームに沿った形状を維持するこ
とができる。そのため、笠の構成を単純にして笠の形状を維持するのに必要であったフレ
ーム数を最小限にすることができる。すなわち、部材を削減することにより、照明器具の
製造コストの低下を図ることができる。
【００３４】
　照明器具の中央部に位置するに従って、笠により発光体から発する光がより広い範囲に
反射されるようになれば、被照射部の端部または側部における照度の低下が、中央部に位
置する発光体の反射光により補われ、被照射部において照度を均一にすることができる。
【００３５】
　さらに詳細に述べると、例えば、多段式植物工場で使用される三列の蛍光管からなる照
明器具の場合、植物に照射される光には、光源から直接的に発せられる光と笠に反射され
て下方または斜めに降下して照射される平行光とがある。先ず、笠を経ないで光源から照
射される光について説明する。この場合、三列の中央部に位置する蛍光管を覆う笠の直下
においては、中央部の蛍光管から笠を経ずに直接的に降下する光に加えて、両隣に位置す
る蛍光管から笠を経ずに漏れ出た光が加わる。それに対して、例えば左側に位置する蛍光
管を覆う笠の直下においては、笠を経ずに直接的に降下する光に加えて、中央に位置する
蛍光管から出た光と、右側に位置する蛍光管から出る入射角の小さい光が加わる。被照射
部が受ける光は、中央部から離れ左側端部に位置するに従って入射角が小さくなる光の割
合が増加し、垂直方向から受ける光の割合が少なくなる。そこで、照明器具の中央部にお
いては、笠を経ずに直接的に降下する光が強くなるので、笠により発光体から発する光が
より広い範囲に反射されるようにし、笠により降下する光の密度を低くする。すなわち笠
の反射による照度を低下させるよう、笠の傾斜を緩やかにする。一方、両隣に位置する蛍
光管を覆う笠の下では他の蛍光管から笠を経ずに照射される光が、中央の蛍光管の笠下よ
り弱い。そのため、両隣に位置する蛍光管を覆う笠により降下する平行光の範囲を、中央
部の笠による平行光の範囲より狭くすることにより、光の密度を高くし、被照射部におけ
る照度を上げる。さらに、最端部の笠の傾斜を大きくかつ裾を長くすることにより、光の
漏れを少なくすると同時に、笠を経て下方に降下する平行光の幅を最少にして平行光の密
度を高くすることにより、被照射部の端部における照度を上げる。このよう照明器具の笠
を設定することにより、被照射部において照度を均一にすることができる。そのため、例
えば、被照射部が植物を栽培する栽培ベッドである場合、植物栽培装置における植物の生
育度合いの均一化が促進される。すなわち、育成植物の品質向上および歩留り率が向上し
、植物工場における栽培コストの低下を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の第一の実施形態に基づく照明器具の斜視図である。
【図２】（ａ）図１に示される照明器具を図１のＡ－Ａ線に沿って示す断面図であり、（
ｂ）照明器具の断面の一部を拡大して示す部分拡大断面図である。
【図３】本発明の第二の実施形態に基づく照明器具の正面図である。
【図４】図３に示される照明器具の平面図である。
【図５】（ａ）図３に示される照明器具にアルミニウム蒸着フィルムを取付ける方法を示
す、照明器具の断面の一部を拡大して示す部分拡大断面図であり、（ｂ）同じくその照明
器具の側面図である。
【図６】図３に示される照明器具の一部を示す斜視図であって、照明器具にアルミニウム
蒸着フィルムを取付けた後の状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
（第一の実施形態）
　以下、添付図面を参照して、本発明の第一の実施形態について説明する。以下の図面に
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おいて同一の部材には同一の参照符号が付けられている。理解を容易にするために、これ
ら図面は縮尺を適宜変更している。
【００３８】
　図１は本発明の第一の実施形態に基づく照明器具２００の斜視図である。図２（ａ）は
図１に示される照明器具２００を図１のＡ－Ａ線に沿って示す断面図であり、図２（ｂ）
は照明器具２００の断面の一部（図２（ａ）のＫ部）を拡大して示す部分拡大断面図であ
る。
【００３９】
　図１に示す照明器具２００は、植物工場等で使用される植物栽培用の照明器具であり、
照明器具２００は植物工場内の畝３１０の上方に配置され、畝３１０上に栽培される植物
３００に光を照射する。照明器具２００は、光源（発光体の一例）である蛍光管２１０、
蛍光管２１０を電気的に接続すると共に蛍光管２１０を支持するソケット２２０、ソケッ
ト２２０を支持する角パイプからなる支持部材２３０、および蛍光管２１０から照射され
る光を反射して植物３００に向けて照射する笠１００から構成されている。また、ソケッ
ト２２０は蛍光管２１０を点灯するための安定器またはインバータ（図示しない）に接続
されている。支持部材２３０には、フック２２４が取付けられており、フック２２４によ
り照明器具２００を植物工場の天井または梁から吊下げられたチェーン（図示しない）や
、植物栽培装置の棚（図示しない）に取付けることが可能になっている。なお、第一の実
施形態の照明器具２００の光源である蛍光管２１０は、高周波点灯可能な三波長蛍光管で
ある。そのため、如何なる植物に対してもその栽培に有効な波長の光を照射することがで
きる。
【００４０】
　照明器具２００の笠１００の構成について説明する。図２（ａ）に示すように笠１００
は、透光性を有する基材１１０と、基材１１０の外面に設けられた光反射層１２０とを備
えている。透光性とは入射した光を透過させる性質のことであり、入射した光のうち一部
を透過し残りを反射する場合も含まれる。第一の実施形態に基づく照明器具２００の基材
１１０は透光性を有するシート状の発泡スチロールにより形成されおり、光反射層１２０
はアルミニウム箔を基材１１０の外面に貼付けることにより形成されている。また、図１
に示すように、笠１００には笠１００の形状を維持できるよう、フレーム１３０が基材１
１０の前後端部に設けられている。笠１００の形状を維持するため、支持部材２３０の端
部であって、ソケット２２０の近傍に固定されたフレーム１３０は、基材１１０より厚く
幅の狭い金属板により形成されている。また、笠１００の頂部１４０の一部には、笠１０
０内側の空気を通過させる換気口１５０が形成されている。また、図２（ａ）に示すよう
に笠１００の頂部１４０の内面には、蛍光管２１０からの紫外線を遮断する紫外線遮断層
１５２が配置されている。
【００４１】
　発泡スチロールは金属より軽量であるので、基材１１０に発泡スチロールを用いること
により笠１００を軽量化できる。また、光反射層１２０にアルミニウム箔を用いることに
より金属の使用量が減少するので、笠１００を軽量化できる。これらの結果として、照明
器具２００は従来の金属製の笠と比較して、大幅に軽量化され、照明器具２００の取付け
が容易になる。また、シート状の発泡スチロールは金属より安価であると共に、光反射層
１２０としてアルミニウム箔を使用することにより金属の使用量が減少するので、照明器
具２００の製造コストの低下を図ることができる。
【００４２】
　次に、笠１００の垂直方向の横断面形状について説明する。図２（ａ）に示すように、
笠１００は、蛍光管２１０を通る破線Ｆに対して線対称の曲面により形成されている。笠
１００の曲面は、蛍光管２１０から発せられた光が基材１１０の内面または光反射層１２
０の反射面１２１（図２（ｂ）参照）によって反射されることにより、その光が植物３０
０に照射されるよう形成されている。詳しくは後述するが、図２（ａ）に示すように、笠
１００の曲面は、蛍光管２１０の中心を焦点とする二次曲線を包含する曲面により形成さ
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れており、蛍光管２１０から発した光を平行光として植物３００に反射することが可能に
なっている。
【００４３】
　図２（ａ）および図２（ｂ）を用いて、蛍光管２１０から発せられた光が笠１００によ
り反射される光路について説明する。図２（ａ）に示すように、笠１００の基材１１０の
外面には、光反射層１２０であるアルミニウム箔が貼り付けられている。基材１１０はシ
ート状の発泡スチロールからなるので、蛍光管２１０から発せられた光は、基材１１０の
表面により図２（ａ）に示す光路Ｃ１、Ｄ１、Ｅ１のように反射される。一方、シート状
の発泡スチロールは透光性を有しているので、蛍光管２１０から発せられた光の一部は基
材１１０を透過する。しかしながら、笠１００は、基材１１０の外面に光反射層１２０と
してアルミニウム箔が貼り付けてある。そのため、図２（ａ）に示す光路Ｃ２、Ｄ２、Ｅ
２のように基材１１０を透過した光は光反射層１２０により反射され、基材１１０を再度
通過して植物３００に照射される。
【００４４】
　笠１００の反射により植物３００に向けて照射される光と、蛍光管２１０から植物３０
０に向けて直接的に照射される光とを合わせると、蛍光管２１０から発せられる光のほと
んどが植物３００に向けて照射されることになる。
【００４５】
　ところで、光反射層１２０としてアルミニウム箔を基材１１０の内面に貼り付けること
により、蛍光管２１０からの光を植物３００に向けて反射させることも可能である。しか
しながら、前述のように、植物工場の内部において、植物から発生する水分や栽培用の水
が蒸発することにより空気の湿度は高くなりやすく、さらに、蛍光管２１０の熱により蛍
光管２１０の周囲の空気は高温になっている。すなわち照明器具２００の笠１００内部の
空気は高温多湿の状態になり、基材１１０の内面に貼り付けられたアルミニウム箔は、高
温多湿の空気に直接的に接触することになる。さらに、植物工場においては、植物３００
から光合成により発生した酸素が笠１００内部に滞留しやすい。そのため、酸化還元反応
によりアルミニウム箔の腐蝕が、笠１００内部において進行しやすく、そのような環境に
おいてアルミニウム箔を基材１１０の内側に貼り付けた照明器具を長期間使用することは
好ましくない。第一の実施形態に基づく照明器具２００の笠１００は、光反射層１２０と
してアルミニウム箔を基材１１０の外面に貼り付けることにより、アルミニウム箔が高温
多湿かつ酸素濃度の高い空気に直接的に接触することがないよう基材１１０により保護し
ている。そのため、笠１００は光反射層１２０として貼り付けられたアルミニウム箔の腐
蝕を防止することができる。従って、笠１００の内面は損傷し難くなり、その結果として
、照明器具２００を長期間使用でき、照明器具２００のランニングコストの低下を図るこ
とができる。
【００４６】
　また、図２（ａ）に示すように、笠１００の頂部１４０の内面には、紫外線遮断層１５
２として蛍光管２１０が照射した紫外線を遮断する塗料が塗布されている。その理由は、
蛍光管２１０として用いている三波長蛍光管が紫外線をわずかながら発しており、その紫
外線により笠１００が損傷するのを防止する必要があるためである。三波長蛍光管から発
した紫外線はわずかなものであるので、笠１００の内面のうち蛍光管２１０に最も近接す
る頂部１４０の周辺に紫外線遮断層１５２を配置すれば、紫外線は充分に遮断される。紫
外線を遮断する塗料として、例えば酸化チタンや酸化亜鉛を含む塗料が挙げられる。紫外
線遮断層１５２として、紫外線吸収剤が練り込まれた紫外線カットフィルムが笠１００の
頂部１４０の内面に貼り付けられてもよい。
【００４７】
　次に、図１の笠１００に形成された換気口１５０について説明する。前述のように、蛍
光管２１０の周囲は、笠１００により覆われているため、高温多湿の空気が滞留しやすい
。そのため、笠１００内部に滞留する高温多湿の空気を排出する換気口１５０が笠１００
の頂部１４０に形成されている。第一の実施形態においては、換気口１５０として笠１０
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０の頂部１４０の一部に矩形の貫通孔が形成されている。笠１００の内側の空気の温度は
笠１００の外側の空気の温度より高いので、煙突効果により笠１００の内側の空気は上昇
して換気口１５０を通過して笠１００の外側に排出される。蛍光管２１０の周囲にあった
高温多湿の空気が排出され、照明器具２００の下方より比較的低温の空気が流入するので
、蛍光管２１０の周囲温度は低くなる。
【００４８】
　通常、蛍光管２１０の明るさはその周囲温度に応じて定まり、周囲温度が２５度～３５
度の範囲にある場合おいて蛍光管２１０は最も明るくなるよう設計されている。そのため
、周囲温度が最も明るくなるよう設定された温度以上になると、蛍光管２１０の明るさが
却って低下する。換気口１５０により蛍光管２１０の周囲の空気が環流し、蛍光管２１０
の周囲温度が低下すれば、蛍光管２１０の周囲温度の上昇に基づいた蛍光管２１０の明る
さの低下を防ぐことができる。その結果として、より少ない電力により高い照射効率を実
現することができる。
【００４９】
　また、笠１００の内部にある高温多湿の空気を排出することにより、高温多湿の空気に
よる基材１１０の変質や変色することを防止することができる。従って、より長期間に渡
って、照明器具２００を使用することができ、照明器具２００のランニングコストの低下
を図ることができる。
【００５０】
　次に、笠１００の曲面について説明する。前述のように第一の実施形態に基づく照明器
具２００は植物栽培用の照明器具であり、蛍光管２１０から発せられる光を植物３００に
向けて、可及的に多くの光を照射することが望ましい。すなわち、蛍光管２１０から発せ
られる光を下方に反射するよう、笠１００の曲面を決定するのがよい。例えば、図２（ａ
）の光路Ｃ１～Ｅ２により示されるよう、蛍光管２１０から照射された光が、笠１００の
内面により反射されて下方に照射されるよう、笠１００の曲面を形成する。そのためには
、笠１００の反射面の垂直方向の横断面形状が、蛍光管２１０の中心点を焦点とした二次
曲線すなわち式１に示す放物線となるようにすればよい。
【００５１】
　　ｙ＝　－ｘ２／４Ｈ　　（式１）
　但し、図２（ａ）および図２（ｂ）に示すように、原点を笠の頂部１４０として、原点
を通過する鉛直軸線をｙ軸、笠１００の横断方向に延びていて原点を通過する軸線をｘ軸
とする。また、蛍光管の中心点をｙ軸上に配置して頂部１４０から蛍光管２１０の中心点
までの距離をＨとする。
【００５２】
　式１を用いて、笠１００の曲面を決定すれば、笠１００は充分に細い蛍光管２１０から
発せられた光を反射して、平行光として下方だけでなく、照明器具２００の長手方向であ
って斜め方向下方にも照射することが可能になる。また、式１の二次曲線は一例であり、
笠１００の断面形状は実際に植物に照射される照度等に応じて調整し、笠１００を変形し
ても構わない。
【００５３】
　笠１００は、蛍光管２１０から発した光を平行光線として下方に反射することにより、
従来の照明器具のように光が植物以外の部位へ反射または拡散される場合と比較して、照
明器具２００の照射効率が高くなる。照明器具２００の照射効率が高くなれば、より少な
い電力により植物の生育が促進され、植物工場における栽培コストの低下を図ることがで
きる。
【００５４】
　図２（ａ）および図２（ｂ）を用いて照明器具２００が笠１００を支持する方法につい
て説明する。ソケット２２０には内側に突起した掛具２４０が設けられており、笠１００
の端部が掛具２４０に掛けられることにより、笠１００が固定される。そのため、笠１０
０の内面は蛍光管２１０に直接的に接触しないようになっている。また、笠１００を掛具
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２４０に掛けるだけで、笠１００を固定するので、照明器具２００に笠１００を取付ける
作業が簡便になっている。
【００５５】
（第二の実施形態）
　図３は、本発明の第二の実施形態に基づく照明器具２０２の正面図である。図４は、図
３に示される照明器具２０２の平面図である。図５（ａ）は図３に示される照明器具２０
２にアルミニウム蒸着フィルムを取付ける方法を示す、照明器具２０２の断面の一部を拡
大して示す部分拡大断面図であり、図５（ｂ）は同じくその照明器具２０２の側面図であ
る。図６は照明器具２０２の一部を示す斜視図であって、照明器具２０２にアルミニウム
蒸着フィルムを取付けた後の状態を示す図である。本発明の第二の実施形態について図３
から図６を用いて説明する。なお、図１および図２に示した照明器具２００と同一または
相当部分には同一符号を付している。
【００５６】
　図３に示す照明器具２０２は、図１に示す照明器具２００と同様に植物栽培用の照明器
具であり、植物工場で使用される植物栽培装置４００（照明システム）に用いられる。植
物栽培装置４００は、照明器具２０２と照明器具２０２の被照射部である栽培ベッド３２
０とにより構成されている。第二の実施形態に基づく照明器具２０２は、植物栽培用の栽
培ベッド３２０の上方に配置されており、照明器具２０２は栽培ベッド３２０上に栽培さ
れている植物（図示しない）に光を照射する。
【００５７】
　図３に示す照明器具２０２は、図１に示す照明器具２００と同様に、光源である蛍光管
２１０ａ～２１０ｃ、蛍光管２１０ａ～２１０ｃを電気的に接続すると共に蛍光管２１０
ａ～２１０ｃを支持するソケット２２０、ソケット２２０を支持する角パイプからなる支
持部材２３０、蛍光管２１０ａ～２１０ｃのそれぞれを覆う笠１０２ａ～１０２ｃから構
成されている。照明器具２０２は、三列に並列された蛍光管２１０ａ～２１０ｃを使用し
ている点と、笠１０２～１０２ｃの横断面形状および笠１０２ａ～１０２ｃを形成する材
料の点とにおいて、図１に示す照明器具２００と異なっている。また、照明器具２０２に
より照射される植物は栽培ベッド３２０により水耕栽培される植物である点が異なってい
る。
【００５８】
　まず、最初に植物栽培装置４００の栽培ベッド３２０について説明する。図３に示す栽
培ベッド３２０は、発泡スチロールの板からなる栽培パネル３２２を、水を満たした桶３
２３内に浮かべたものである。栽培パネル３２２の厚さは１ｃｍ～５ｃｍであり、幅は約
６０ｃｍである。栽培パネル３２２は２枚組み合わせて使用するので、栽培ベッド３２０
の幅は約１．２ｍになる。この栽培パネル３２２上に植物を植え、栽培ベッド３２０の上
方に設置された照明器具２０２により光を照射して植物を栽培する。
【００５９】
　一般に栽培ベッドの幅が広くなると、作業者は栽培ベッドの側部から栽培ベッドの内部
まで手を伸ばすことできず、作業効率が低下する。第二の実施形態では、各寸法における
作業効率を鑑みて、栽培ベッド３２０の幅として約１．２ｍを採用している。栽培ベッド
３２０の幅を約１．２ｍにすることにより、栽培ベッド３２０の側部から作業者が植物の
苗を植えたり、移植したりするのに好適になると共に、ある程度の栽培可能な植物の数量
を確保することができる。
【００６０】
　次に、第二の実施形態に基づく照明器具２０２について説明する。照明器具２０２は前
述のように光源として三列の蛍光管２１０ａ～２１０ｃを備えている。蛍光管２１０ａ～
２１０ｃは、図１に示された照明器具２００の蛍光管２１０と同様に、高周波点灯可能な
三波長蛍光管である。照明器具２０２は、並列された三列の蛍光管２１０ａ～２１０ｃを
使用して、栽培ベッド３２０上に植えられた植物に光を照射する。
【００６１】
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　蛍光管２１０ａ～２１０ｃは、ソケット２２０により電気的に外部電源に接続している
。また、図３に示すようにソケット２２０は平角パイプからなる支持部材２３０によって
支持されており、各支持部材２３０は、横架された横架材２２２により一体的に結合され
ている。また、図４に示すように、照明器具２０２には蛍光管２１０ａ～２１０ｃを点灯
するインバータ２５０が設けられており、インバータ２５０は横架材２２２により支持さ
れている。
【００６２】
　次に、第二の実施形態に基づく照明器具２０２の笠１０２ａ～１０２ｃの構成について
説明する。図３から図５に示すように、笠１０２ａ～１０２ｃは、基材である樹脂フィル
ムの外側に光反射層であるアルミニウム蒸着膜が付着したアルミニウム蒸着フィルム１１
２、アルミニウム蒸着フィルム１１２を固定して笠１０２ａ～１０２ｃの垂直方向の形状
を維持するフレームであるフィルムフレーム１３１から構成されている。フィルムフレー
ム１３１は、金属製の幅の狭い薄板または針金より形成されている。
【００６３】
　アルミニウム蒸着フィルム１１２は、アルミニウムを高真空状態で加熱蒸発させ、その
蒸気を例えば樹脂フィルムの表面に付着させることにより、樹脂フィルムにアルミニウム
の薄い膜（アルミニウム蒸着膜）を形成したものである。第二の実施形態に基づく照明器
具２０２においては、笠１０２ａ～１０２ｃの基材として、樹脂フィルムであるポリエス
テルフィルムを用い、笠１０２ａ～１０２ｃの光反射層にポリエステルフィルムの表面に
付着したアルミニウム蒸着膜を用いている。ポリエステル以外の樹脂フィルムの材料とし
てポリプロピレン、ポリエチレンが挙げられる。また、樹脂フィルムはセロファンまたは
紙であってもよい。笠１０２ａ～１０２ｃにアルミニウム蒸着フィルム１１２を使用する
ことにより、金属製の笠と比較して笠１０２ａ～１０２ｃは軽量化され、照明器具２０２
の取付けが容易になる。また、笠１０２ａ～１０２ｃにアルミニウム蒸着フィルム１１２
を使用すれば、金属製の笠と比較して金属の使用量が減少するので、照明器具２０２が軽
量化されると共に照明器具２０２の製造コストの低下を図ることができる。
【００６４】
　次に、本実施形態の笠１０２ａ～１０２ｃの垂直方向の横断面形状について説明する。
前述のように本実施形態の照明器具２０２は三列の蛍光管２１０ａ～２１０ｃを備えてお
り、各蛍光管２１０ａ～２１０ｃを覆うよう笠１０２ａ～１０２ｃが形成されている。笠
１０２ａ～１０２ｃの山形の横断面形状は、３種類の曲面（向かって左半分の曲面を左か
ら曲面Ｅ、Ｆ、Ｇとする。）から形成されている。基本的に笠１０２ａ～１０２ｃは図１
に示された笠１００を各蛍光管２１０ａ～２１０ｃに取付けたものである。しかしながら
、単に三列の笠を並列して取付けると、笠が隣接して重畳する部分（図３の破線Ｊを参照
）が発生し、隣り合う蛍光管（例えば図３の蛍光管２１０ａ、２１０ｂ）から発する光を
遮断することになる。そのため、笠が隣接して重畳する部分（破線Ｊ）を省略し、蛍光管
の光が栽培ベッド３２０に直接的に照射されるようになっている。
【００６５】
　しかしながら、単に笠の重畳する部分を省略した場合、複数の蛍光管から照射される箇
所が栽培ベッド３２０上に発生する。特に、三列の蛍光管を覆う笠において各笠の形状を
同一の二次曲線により形成すると、栽培ベッド３２０の中央付近においては、三列の蛍光
管のうちの２１０ａと２１０ｃとの二つの蛍光管までの距離が近いため、笠を経ずに直接
的に発せられた光による照度と中央の２１０ｂの笠１０２ｂを経て下方に反射される光に
よる照度とが有効に加わって、栽培ベッド３２０の中央付近の照度が高くなる。一方、栽
培ベッドの３２０の側部は、反対側の端に位置する蛍光管からの距離が比較的遠くなるの
で、栽培ベッド３２０の中央付近と比較して照度が低くなる。栽培ベッド上の照度が異な
ると、中央部と側部との植物の育成度合いが異なり、植物の品質にばらつきが出るなどの
問題が発生する。そのため、第二の実施形態に基づく照明器具２０２においては、笠１０
２ａ～１０２ｃの横断面形状を外側にあるものほど傾斜が急になるように変形して、笠１
０２ａ～１０２ｃにより蛍光管２１０ａ～２１０ｃから反射される光が栽培ベッド３２０
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上に照射される範囲を外側ほど狭くして光の密度を高くする、いいかえれば高照度になる
よう調整することにより、栽培ベッド３２０上の照度が均一になるよう設定されている。
【００６６】
　第二の実施形態に基づく照明器具２０２おいては、中央部に位置する蛍光管２１０ｂか
ら直接的に発せられる光は、栽培ベッド３２０のほぼ全体（図３のＰ１の範囲）に照射さ
れ、蛍光管２１０ｂから上方に発せられた光は、笠１０２ｂにより下方に平行光線として
反射されるよう笠１０２ｂの横断面形状（曲面Ｇ）が設定されている。一方、笠１０２ａ
の内側の横断面形状（曲面Ｆ）は、側部に位置する蛍光管２１０ａから上方に発する光を
下方に平行光線として反射し、蛍光管２１０ａから直接的に発せられる光を栽培ベッド３
２０の図３において向かって左半分の部分（図３のＰ２の範囲）に照射するよう、設定さ
れている。笠１０２ａの外側の横断面形状（曲面Ｅ）は、傾斜を他の曲面Ｆ、Ｇより急に
することにより、反射する光の密度を高くし、裾部分（笠１０２ａの端部）を下方に伸ば
して長くすることにより笠から漏れ出す無効な光を小さくしている。そのため、蛍光管２
１０ａの笠１０２ａの曲面Ｆから反射する光のほとんどを密度が高い平行光線として下方
に反射するよう設定されている。笠１０２ｃの反射は笠１０２ａ（曲面Ｅおよび曲面Ｆ）
と同様であるのでその説明を省略する。
【００６７】
　別の言い方をすると、図３に示すように互いに隣接する笠１０２ａ～１０２ｃの曲面Ｅ
、Ｆ、Ｇの水平方向に対する傾斜が、照明器具２０２の中央部ほど緩やかになるよう設定
されている。すなわち、曲面Ｆの傾斜は、隣接する曲面Ｅの傾斜よりも緩やかとなり、曲
面Ｇの傾斜は隣接する曲面Ｆの傾斜よりもさらに緩やかになっている。
【００６８】
　このようにすれば、栽培ベッド３２０において照度を均一にすることができる。そのた
め、植物栽培装置における植物の生育度合いの均一化が促進され、育成植物の品質向上お
よび歩留り率が向上し、植物工場における栽培コストの低下を図ることができる。なお、
前述の笠１０２ａ～１０２ｃの横断面形状は一例であり、実際の植物および栽培ベッド３
２０に照射される照度等に応じて笠１０２ａ～１０２ｃを変形しても構わない。
【００６９】
　ところで、従来の照明器具を用いて、植物栽培するのに充分な光を１．２ｍの幅の栽培
ベッド３２０に照射するには、Ｈｆ蛍光管の三波長型であっても、少なくとも四列の蛍光
管が必要であった。これは、従来の照明器具において蛍光管を覆う笠が光を適切に植物に
向けて反射していないことが理由の一つとして挙げられる。第二の実施形態に基づく照明
器具２０２の笠１０２ａ～１０２ｃは、蛍光管２１０から発せられた光を無駄なく栽培ベ
ッド３２０に向けて照射する形状に設定されているので、照明器具２０２の照射効率が高
くなる。そのため、三列の蛍光管２１０ａ～２１０ｃにより植物栽培することが可能にな
った。その結果として、照明器具２０２の電力消費を抑えることができ、照明器具２０２
のランニングコストの低下を図ることができる。
【００７０】
　図４～図６に示すように、笠１０２ａ～１０２ｃの頂部１４０の一部に換気口１５０が
形成されているが、図１の笠１００とは換気口１５０の形成方法が異なる。詳しくは後述
するが、笠１０２ａ～１０２ｃを構成するアルミニウム蒸着フィルム１１２は、金属製の
フィルムフレーム１３１にクリップ２４２により張力を掛けて貼り付けてあり、笠１０２
ａ～１０２ｃの頂部１４０と角パイプからなる支持部材２３０との間を密着させず、わず
かな隙間を設けることにより換気口１５０が形成されている。わずかな隙間による換気口
１５０を通じて、蛍光管２１０ａ～２１０ｃにより熱せられた空気が照明器具２０２の外
部に排出されるので、笠１０２ａ～１０２ｃ内部の温度が下がる。そのため、蛍光管２１
０ａ～２１０ｃの周囲温度の上昇に基づいた蛍光管２１０ａ～２１０ｃの明るさの低下を
防ぐことができる。その結果として、より少ない電力により高い照射効率を実現すること
ができ、照明器具２０２のランニングコストの低下を図ることができる。
【００７１】
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　また、笠１０２ａの頂部１４０近傍の内面には、紫外線遮断層１５２として蛍光管２１
０ａからの紫外線を遮断する塗料が塗布されている。他の笠１０２ｂ、１０２ｃも同様に
紫外線遮断層１５２として紫外線を遮断する塗料が塗布されている。紫外線遮断層１５２
により、蛍光管２１０ａ～２０１ｃより発せられる光に含まれた紫外線を遮断することが
でき、紫外線による笠１０２ａ～１０２ｃの損傷を防止することができる。
【００７２】
　また、笠１０２ａ～１０２ｃの形状は、前述のようにフィルムフレーム１３１により維
持されている。図５（ａ）および図５（ｂ）に示すよう、フィルムフレーム１３１は支持
部材２３０の両端部に取付けられている。図５（ａ）に示すように、アルミニウム蒸着フ
ィルム１１２は、笠１０２ａの外側から、笠１０２ａの外面にアルミニウム蒸着膜が配置
されるよう、フィルムフレーム１３１間に渡ってスリット（換気口１５０）を設けて固定
される。アルミニウム蒸着フィルム１１２をフィルムフレーム１３１に固定する際、図５
（ｂ）に示すように、長手方向外側（図５（ｂ）のＴ１、Ｔ２方向）に向けて張力をアル
ミニウム蒸着フィルム１１２にかける。張力をアルミニウム蒸着フィルム１１２にかけた
状態で、複数のクリップ２４２を用いて、アルミニウム蒸着フィルム１１２の端部をフィ
ルムフレーム１３１に固定する。最終的に、図６に示すよう、アルミニウム蒸着フィルム
１１２はフィルムフレーム１３１に固定されるようになる。
【００７３】
　クリップ２４２を用いることにより、アルミニウム蒸着フィルム１１２に張力をかけた
状態でアルミニウム蒸着フィルム１１２の端部をフィルムフレーム１３１に固定すること
ができる。アルミニウム蒸着フィルム１１２は、支持部材２３０の両端部に設けられたフ
ィルムフレーム１３１の間において長手方向外側に張力をかけて固定されている。そのた
め、アルミニウム蒸着フィルム１１２は垂れ下がることなくフィルムフレーム１３１に沿
った形状を、可及的に長い距離に渡って維持することができる。その結果として、笠１０
２ａ～１０２ｃの構成を単純にして笠の形状を維持するのに必要であったフィルムフレー
ム１３１の数を最小限にすることができる。照明器具２０２の部材数が削減されるので、
照明器具２０２の製造コストの低下を図ることができる。なお、アルミニウム蒸着フィル
ム１１２を照明器具２０２から取外せば、アルミニウム蒸着フィルム１１２を折り畳むこ
とが可能になり、照明器具２０２がコンパクトになるため、照明器具２０２の搬送が簡便
になる。
【００７４】
　以上、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明した。なお、本発明は上記実施形態
に限定されるものではなく、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施すること
ができる。例えば、図１に示す照明器具２００の笠１００において、フレーム１３０を金
属板により形成していたが、フレーム１３０を金属製の針金により形成しても構わない。
また、本実施形態では、基材１１０をシート状の発泡スチロールまたはアルミニウム蒸着
フィルムにより形成していたが、基材１１０そのものが形状を維持可能である場合はフレ
ーム１３０を排除してもよく、例えば、基材１１０に曲面を有する透明なプラスチックか
らなる、可撓性を有する薄板を用いても構わない。また、図１の笠１００の端部は開放さ
れていたが、笠１００の端部に反射板を設け、笠１００の端部から外に漏れ出す光を笠１
００の内部に反射させても構わない。
【００７５】
　また、図３に示す照明器具２０２は、三列に並列された蛍光管２１０ａ～２１０ｃによ
り構成されていたが、照明器具は二列、または四列以上並列させた蛍光管と各蛍光管を覆
う笠により構成されてもよい。蛍光管の列を増加させることにより、さらに広い面積の栽
培ベッドに光を照射することが可能になる。また、各実施形態において照明器具の蛍光管
は高周波点灯可能な三波長蛍光管であったが、それに限らず蛍光管は演色性を高めた高演
色形蛍光管でも構わない。蛍光管は直線状のものに限らず、電球型や環状の蛍光管でもよ
い。また、蛍光管は発光体の一例であり、発光体として光ファイバーを用いて外部より光
を導入しても構わない。
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【００７６】
　また、図３～６に示す照明器具の笠は、基材としてアルミニウム蒸着フィルムを取付け
ているが、アルミニウム蒸着フィルムの代わりに高反射材と蛍光物質とが混入された樹脂
シートまたは可塑性を有する薄板を取付けても構わない。本発明に係る照明器具の笠は、
その形状により蛍光管からの光の大半を反射光と植物に照射することが可能である。さら
に、蛍光物質が混入された樹脂シートを基材に用いることによって、蛍光管からの光を特
定の波長に変換して反射することが可能になる。蛍光機能により蛍光管からの光を特定の
植物に対して有効となる光に変換することで、植物による光の利用効率を高めることがで
きる。例えば、樹脂シートに３波長蛍光灯に多く含まれる緑色の光線（波長５００ｎｍ～
６００ｎｍ）を、赤色の光線（波長６００ｎｍ以上）に変換して反射する蛍光物質を混入
することにより、笠は蛍光機能により植物にとって有効な（吸収して利用する）赤色の光
線を、より多く照射することが可能になる。通常、緑色植物の光の吸収は主にクロロフィ
ルで行われている。クロロフィルは主に青い光（波長４３５ｎｍ前後）と赤い光（波長６
８０ｎｍ前後）の光を吸収して利用するが、緑色の光（波長５００ｎｍ～６００ｎｍ）は
余り吸収せず反射や散乱している。そのため、緑色植物の葉は緑色に見えている。本発明
の照明器具は、樹脂シートに混入された蛍光物質を用いて、緑色植物があまり吸収しない
緑色の光を吸収しやすい赤色の光に変換して反射する。そのため、蛍光管からの光や植物
の葉から反射された光を植物の生育に有効に利用することができ、エネルギーの利用効率
を高めることができる。
【００７７】
　また、本発明に係る照明器具は、植物栽培用に使用することを目的として説明したが、
住宅用照明器具、医療用照明器具または工業用照明器具等に使用しても構わない。
　また、発光体と該発光体を覆う笠とを有する照明器具において、笠は、前記発光体から
発した光を反射する、酸化チタンなどの高反射材が混入された樹脂シートからなる基材を
具備してもよい。
　また、そのような照明器具において、前記基材は、前記発光体の位置を焦点とする二次
曲線を包含する曲面状の反射面を有し、前記発光体から発した光を平行光として反射して
もよい。
　また、そのような照明器具において、前記基材の樹脂シートは、蛍光物質を素材として
形成されるか、蛍光物質が混入されるか、または前記笠の内面となる前記樹脂シートの表
面に蛍光塗料が塗布されることにより蛍光機能を有し、前記基材は前記樹脂シートの蛍光
機能により前記発光体から発した光または植物の葉によって反射された光を、特定の波長
の光に変換して反射してもよい。
【符号の説明】
【００７８】
　１００、１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ　　笠
　１１０　　基材
　１１２　　アルミニウム蒸着フィルム
　１２０　　光反射層
　１２１　　反射面
　１３０　　フレーム
　１３１　　フィルムフレーム
　１４０　　頂部
　１５０　　換気口
　１５２　　紫外線遮断層
　２００、２０２　　照明器具
　２１０、２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃ　　蛍光管
　２２０　　ソケット
　２２２　　横架材
　２２４　　フック
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　２３０　　支持部材
　２４０　　掛具
　２４２　　クリップ
　２５０　　インバータ
　３００　　植物
　３１０　　畝
　３２０　　栽培ベッド
　３２２　　栽培パネル
　３２３　　桶
　４００　　植物栽培装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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